
〒102-0093 
東京都千代田区平河町2-4-2 
代表 TEL 03（3262）5234 
旬報 TEL 03（3262）2309 
発行人 大竹　邦実 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������������������������������

１０
月
７
日
に
第
３
次
勧
告
を
ま

と
め
た
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員

会
の
丹
羽
宇
一
郎
・
委
員
長
は
、

翌
８
日
に
鳩
山
総
理
へ
勧
告
を
手

交
し
た
。
勧
告
の
柱
は
�
義
務
付

け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
条
例
制

定
権
の
拡
大
�
地
方
自
治
関
係
法

制
の
見
直
し
�
国
と
地
方
の
協
議

の
場
の
法
制
化
―
―
の
３
本
。

【
勧
告
詳
細
は
２
・
３
面
掲
載
】

「
義
務
付
け
・
枠
付
け
」
に
関

し
て
は
、
平
成
２０
年
１２
月
８
日
の

第
２
次
勧
告
で
対
象
範
囲
を
整
理

し
て
い
る
。
つ
ま
り
国
が
地
方
を

法
令
で
縛
る
「
義
務
付
け
・
枠
付

け
」
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
判

断
す
る
場
合
の
基
準
を
設
け
、
同

基
準
に
非
該
当
の
場
合
は
、
条
例

制
定
権
の
拡
大
を
図
る
方
針
を
打

ち
出
し
て
い
た
。
非
該
当
と
判
断

さ
れ
、
見
直
し
対
象
と
さ
れ
た
条

項
は
４
０
７
６
に
上
る
。

第
３
次
勧
告
で
は
４
０
７
６
条

項
の
う
ち
、
特
に
問
題
が
あ
る
と

判
断
し
た
「
施
設
・
公
物
設
置
管

理
の
基
準
」
「
協
議
、
同
意
、
許

可
・
認
可
・
承
認
」
「
計
画
等
の

策
定
及
び
そ
の
手
続
」
の
３
類
型

を
調
査
し
、
８
９
２
項
目
の
改
善

が
必
要
と
位
置
付
け
た
。な
お
、勧

告
の
提
出
を
受
け
地
方
六
団
体
は

声
明
�
左
掲
�
を
発
表
し
た
。

本
日
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委

員
会
が
、
第
３
次
勧
告
を
取
り
ま

と
め
ら
れ
た
。

「
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直

し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
」
に
関

し
て
は
、
こ
の
間
、
膨
大
な
条
項

を
対
象
に
精
力
的
な
審
議
、
検
討

を
重
ね
ら
れ
、
昨
年
１２
月
の
第
２

次
勧
告
、
本
年
６
月
の
中
間
報
告

を
経
て
、
本
日
の
勧
告
に
至
っ
た

こ
と
を
、
高
く
評
価
し
た
い
。

こ
の
見
直
し
は
、
地
方
自
治
体

の
自
由
度
を
拡
大
し
、
地
方
の
創

意
工
夫
を
活
か
し
た
住
民
本
位
の

施
策
を
推
進
す
る
上
で
必
要
不
可

欠
で
あ
り
、
第
二
期

地
方
分
権
改
革
の
大

き
な
柱
の
一
つ
と
な

る
も
の
で
あ
る
。

政
府
に
お
い
て
は
、
地
域
主
権

の
確
立
を
政
権
の
基
本
方
針
と
す

る
鳩
山
総
理
の
強
い
政
治
的
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
累
次
の
勧
告

で
示
さ
れ
た
す
べ
て
の
条
項
に
つ

い
て
、
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
廃

止
ま
た
は
地
方
の
裁
量
を
拡
充
す

る
見
直
し
を
行
い
、
早
期
に
法
制

化
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

ま
た
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る

行
政
委
員
会
の
見
直
し
等
「
地
方

自
治
関
係
法
制
の
見
直
し
」
に
つ

い
て
も
、
勧
告
に
沿
っ
た
対
応
が

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
国
と
地
方
の
協
議

の
場
」
に
つ
い
て
は
、
協

議
す
べ
き
事
項
や
協
議
に

参
画
す
る
構
成
員
、
協
議

が
整
っ
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実

現
性
・
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め

の
仕
組
み
等
に
つ
い
て
具
体
的
に

検
討
を
進
め
、
国
と
地
方
が
対
等

の
立
場
で
議
論
で
き
る
体
制
を
法

制
化
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
こ
の
観
点
か
ら
も
、
過
日
、

地
方
六
団
体
と
し
て
要
請
し
た
と

お
り
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
事

実
上
の
協
議
を
開
始
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
の
対

応
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
２１
年
１０
月
７
日地

方
六
団
体

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

１０月１５日平成21年
（2009年）

第第
��
次次
勧勧
告告
まま
とと
めめ
鳩鳩
山山
総総
理理
へへ

「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
の
法
制
化
」も
盛
り
込
む

地地
方方
分分
権権
改改
革革
推推
進進
委委
員員
会会

のの
第第
３３
次次
勧勧
告告
にに
つつ
いい
てて
六六団団体体

第1739号

鳩
山
総
理
へ
官
邸
で
勧
告
手
交

（
写
真
提
供＝

内
閣
広
報
室
）

（１） 平成２１年１０月１５日 第１７３９号
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１０
月
８
日
に
丹
羽
委
員
長
か
ら

鳩
山
総
理
へ
手
交
さ
れ
た
第
３
次

勧
告
。
昨
年
１２
月
８
日
の
第
２
次

勧
告
以
来
、
実
に
１０
か
月
ぶ
り
の

勧
告
と
な
っ
た
。

第
２
次
勧
告
に
あ
た
っ
て
は
、

メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
判
断
基
準
）
を

設
置
。
自
治
事
務
の
う
ち
、
国
の

法
令
に
よ
っ
て
義
務
付
け
・
枠
付

け
さ
れ
、
条
例
で
自
主
的
に
定
め

る
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
条

項
を
対
象
に
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に

基
づ
く
仕
分
け
を
行
っ
た
。
対
象

条
項
は
約
１
万
。
仕
分
け
の
結

果
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
該
当
し
な

い
、
つ
ま
り
見
直
し
の
対
象
と
な

っ
た
条
項
は
全
体
の
４８
・
２
％
に

相
当
す
る
４
０
７
６
に
及
ん
だ
。

第
３
次
勧
告
で
扱
っ
た
対
象

は
、
こ
の
４
０
７
６
条
項
の
う

ち
、
特
に
問
題
が
あ
る
と
判
断
さ

れ
た
▽
施
設
・
公
物
設
置
管
理
の

基
準
▽
協
議
、
同
意
、
許
可
・
認

可
・
承
認
▽
計
画
等
の
策
定
及
び

そ
の
手
続
―
―
の
３
類
型
に
該
当

す
る
１
２
２
４
条
項
。
今
次
の
勧

告
で
は
８
９
２
条
項
を
見
直
す
べ

き
と
結
論
付
け
た
。

一
例
を
挙
げ
る
と
保
育
所
。
国

が
、
屋
外
遊
戯
場
に
つ
い
て
１
人

あ
た
り
３
・
３
�
以
上
の
面
積
が

必
要
と
定
め
て
い
る
ほ
か
、
調
理

室
も
必
ず
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
定
め
て
い
る
。ま
た
、職
員
に

つ
い
て
も
、
保
育
士
の
有
資
格
者

を
幼
児
お
お
む
ね
３０
人
に
つ
き
、

１
人
以
上
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
各
地
域

に
よ
っ
て
保
育
所
の
立
地
条
件
や
、

雇
用
可
能
な
保
育
士
の
人
数
に
偏

在
が
あ
る
実
情
を
考
慮
せ
ず
、
基

準
の
適
用
は
全
国
一
律
だ
。
第
３

次
勧
告
で
は
、
基
準
を
条
例
で
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
各
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
整
備
や
運
営
を
可
能

に
す
べ
き
と
指
摘
し
た
。

な
お
、
第
３
次
勧
告
で
は
、
４

０
７
６
条
項
の
う
ち
１
２
２
４
条

項
を
取
り
上
げ
た
が
、
残
り
の
２

８
５
２
条
項
に
問
題
が
な
い
と
判

断
し
た
わ
け
で
な
い
。
あ
く
ま
で

も
３
類
型
を
重
点
事
項
と
位
置
付

け
切
り
込
ん
だ
だ
け
で
あ
り
、
今

後
、
具
体
的
な
見
直
し
措
置
を
政

府
で
講
じ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

分
権
委
で
は
「
地
方
自
治
体
」

を
「
地
方
政
府
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
存
在
へ
と
高
め
て
い
く
た

め
、
今
回
を
含
め
３
次
に
わ
た
る

勧
告
を
実
施
し
て
き
た
。
こ
れ
ま

で
の
勧
告
の
副
題
に
は
必
ず
「
地

方
政
府
」
が
掲
げ
ら
れ
、
第
３
次

勧
告
に
も
「
自
治
立
法
権
の
拡
大

に
よ
る
『
地
方
政
府
』
の
実
現
へ
」

と
銘
打
た
れ
て
い
る
。
「
地
方
政

府
」
の
実
現
は
、
分
権
委
が
目
指

す
最
終
目
標
と
も
い
え
る
。

し
か
し
分
権
委
は
、
こ
れ
ま
で

の
勧
告
で
取
り
上
げ
て
き
た
▽
重

点
行
政
分
野
の
抜
本
的
な
見
直
し

▽
基
礎
自
治
体
へ
の
事
務
権
限
の

移
譲
▽
補
助
対
象
財
産
の
財
産
処

分
の
弾
力
化
▽
義
務
付
け
・
枠
付

け
の
見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡

大
▽
国
の
出
先
機
関
の
見
直
し
と

地
方
の
役
割
の
拡
大
―
―
な
ど
に

つ
い
て
、
い
ず
れ
も
団
体
自
治
の

側
面
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
「
自
治

【
３
面
へ
続
く
】

第第
��
次次
勧勧
告告
��
本本
柱柱
でで
構構
成成

提
言
内
容
の
実
現
に
向
け
鳩
山
総
理
の
政
治
手
腕
に
期
待

第
１
章
義
務
付
け
・
枠
付
け
の

見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大

第
２
章
地
方
自
治
に
係
る

法
制
の
見
直
し
に
つ
い
て

第１７３９号 平成２１年１０月１５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

議議
会会
人人
事事

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

行行
事事
予予
定定

【
２
面
か
ら
続
き
】

第
３
次
勧
告
に
は
「
国
と
地
方

の
協
議
の
場
の
法
制
化
」
に
関
す

る
提
言
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
本
会

を
は
じ
め
と
す
る
地
方
六
団
体

が
、
強
く
実
現
を
願
っ
て
い
る
案

件
の
１
つ
だ
。

起
草
し
た
の
は
、
委
員
長
代
理

を
務
め
る
西
尾
勝
・
東
京
市
政
調

査
会
理
事
長
。
西
尾
代
理
は
、
平

成
７
年
か
ら
１３
年
ま
で
総
理
の
諮

問
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た

「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
」
の
中

心
的
存
在
と
し
て
、
第
一
次
地
方

分
権
改
革
を
実
現
さ
せ
た
功
労
者

で
あ
る
ほ
か
、
７
月
に
２
年
間
の

任
期
を
満
了
し
た
第
２９
次
地
方
制

度
調
査
会
委
員
を
務
め
た
人
物
で

も
あ
る
。

西
尾
代
理
が
今
次
の
勧
告
の
な

か
で
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
の

法
制
化
」
に
つ
い
て
触
れ
た
背
景

に
は
、
今
次
の
勧
告
が
対
象
と
し

た
「
既
存
の
法
令
に
基
づ
く
義
務

付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
」
の
存

在
が
あ
る
。
自
治
体
が
管
理
執
行

す
る
事
務
に
関
し
、
国
に
よ
る
法

令
・
制
度
の
制
定
改
廃
は
今
後
も

絶
え
間
な
く
続
く
た
め
、
新
た
な

「
義
務
付
け
・
枠
付
け
」
創
設
の

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
だ
。

今
回
、
勧
告
の
な
か
で
示
し
た

内
容
は
、
あ
く
ま
で
試
案
と
断
り

な
が
ら
も
、
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー

を
具
体
的
に
列
挙
す
る
な
ど
踏
み

込
ん
だ
内
容
。
協
議
の
場
の
名
称

を
「
国
地
方
調
整
会
議
（
仮
称
）
」

と
し
、
同
会
議
の
常
設
メ
ン
バ
ー

に
は
総
理
、
官
房
長
官
、
総
務
相
、

財
務
相
の
ほ
か
、
総
理
が
指
名
す

る
関
係
大
臣
を
国
側
代
表
と
し
て

並
べ
た
。
特
に
総
理
は
、
国
側
代

表
の
責
任
者
と
し
て
の
立
場
が
あ

る
た
め
、
総
理
を
常
設
メ
ン
バ
ー

と
位
置
付
け
た
西
尾
代
理
の
提
案

は
高
く
評
価
で
き
る
。

一
方
、
地
方
側
代
表
と
し
て
常

設
メ
ン
バ
ー
と
な
る
者
は
、
地
方

六
団
体
の
そ
れ
ぞ
れ
が
指
名
す
る

者
。
当
然
、
本
会
か
ら
も
代
表
者

が
出
席
す
る
こ
と
と
な
る
。

協
議
の
範
囲
は
、
国
と
地
方
の

役
割
分
担
、
地
方
自
治
制
度
や
地

方
税
財
政
制
度
に
関
す
る
重
要
事

項
。
こ
の
ほ
か
、
経
済
財
政
政
策
、

社
会
保
障
・
教
育
に
関
す
る
制
度

や
社
会
資
本
整
備
の
う
ち
、
地
方

行
財
政
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

か
ね
な
い
重
要
事
項
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。

今
後
、
法
制
化
を
進
め
る
う
え

で
の
指
針
と
な
り
そ
う
だ
。

１０
月
７
日
に
ま
と
め
ら
れ
た
第

３
次
勧
告
に
は
、
当
初
素
案
段
階

に
な
か
っ
た
結
び
の
章
「
お
わ
り

に
」
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
同
章

で
は
、
第
１
次
・
第
２
次
勧
告
で

提
言
し
た
事
項
と
と
も
に
、
第
３

次
勧
告
の
提
言
事
項
も
最
大
限
尊

重
し
、
３
次
に
わ
た
る
勧
告
を
具

体
的
な
指
針
と
し
た
「
地
方
分
権

改
革
推
進
計
画
」
の
策
定
へ
、
速

や
か
に
着
手
す
る
よ
う
政
府
に
対

し
求
め
て
い
る
。

「
義
務
付
け
・
枠
付
け
」
に
関

し
て
は
、
民
主
党
が
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
掲
げ
た
内
容
と
方
向
性
が
、

ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。
「
国
と
地

方
の
協
議
の
場
の
法
制
化
」
に
つ

い
て
も
同
じ
く
、
民
主
党
は
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
謳
っ
て
お
り
、
実
現

へ
の
支
障
が
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
最
後
は
鳩
山
総
理
の
政
治

手
腕
次
第
と
い
え
よ
う
。

第
３
次
勧
告
の
手
交
を
受
け
た

鳩
山
総
理
は
談
話
を
発
表
。「『
国

と
地
方
の
協
議
の
場
の
法
制
化
』

や
、
『
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見

直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
』
を

中
心
と
す
る
勧
告
は
、
地
域
主
権

を
実
現
し
て
い
く
う
え
で
大
き
な

意
義
を
有
す
る
」
と
の
考
え
を
披

露
し
、
勧
告
が
最
大
限
実
現
さ
れ

る
よ
う
、
内
閣
を
挙
げ
て
取
り
組

ん
で
い
く
覚
悟
を
示
し
た
。

な
お
、
分
権
委
は
１０
月
中
に

も
、
地
方
税
財
政
改
革
を
テ
ー
マ

と
し
た
第
４
次
勧
告
を
取
り
ま
と

め
る
意
向
。
し
か
し
、
分
権
委
で

は
、
地
方
消
費
税
の
引
き
上
げ
な

ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
た
め
、
消

費
税
率
ア
ッ
プ
を
凍
結
す
る
方
針

の
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
の
意

見
相
違
も
あ
り
、
取
り
ま
と
め
た

場
合
の
今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
、
不
明
な
状
況
だ
。

立
法
権
」
「
自
治
行
政
権
」
「
自

治
財
政
権
」
を
併
せ
有
す
る
「
完

全
自
治
体
」
を
目
指
す
提
言
で
あ

っ
た
と
位
置
付
け
る
。

「
『
地
方
政
府
』
を
確
立
す
る

た
め
に
は
、
他
面
に
お
い
て
住
民

自
治
の
側
面
を
も
拡
充
し
、
地
方

自
治
体
を
地
域
住
民
の
意
思
を
的

確
に
か
つ
鋭
敏
に
反
映
す
る
地
方

政
治
の
舞
台
に
変
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
第
３
次
勧
告

で
分
権
委
は
指
摘
す
る
。
行
政
に

対
す
る
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得

る
た
め
に
は
、
組
織
と
財
務
の
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革
が
必
要
。
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
改
革
に
は
、
地
方
自
治

関
係
法
制
の
見
直
し
が
必
要
。
分

権
委
が
導
き
出
し
た
答
え
だ
。

自
治
体
に
は
、
自
治
法
に
規
定

さ
れ
た
教
育
委
員
会
や
農
業
委
員

会
な
ど
、
行
政
委
員
会
が
置
か
れ

て
い
る
。
国
の
行
政
委
は
役
割
を

終
え
、
多
く
の
組
織
が
廃
止
さ
れ

た
が
、
自
治
体
の
行
政
委
は
昭
和

２０
年
代
後
半
に
現
在
の
姿
へ
と
落

ち
着
い
て
以
来
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

維
持
さ
れ
て
い
る
。
制
度
創
設
時

の
設
置
理
由
が
現
在
で
も
な
お
妥

当
な
の
か
。
分
権
委
で
は
、
改
め

て
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
提
起
す
る
。

ま
た
財
務
会
計
に
つ
い
て
は
、

財
務
４
表
の
導
入
な
ど
を
促
進
す

べ
き
と
訴
え
て
い
る
。

▼
議
長

▽
串
間

木
代
幸
一（
５
・
８
）

▽
宮
崎

戸
�
裕
之（
５
・
１８
）

▽
壱
岐

牧
永

護（
８
・
１２
）

▽
垂
水

川
尻
達
志（
９
・
１
）

▼
副
議
長

▽
西
都

内
藤
邦
弘（
４
・
２８
）

▽
串
間

門
田
国
光（
５
・
８
）

▽
宮
崎

黒
木
通
哲（
５
・
１８
）

▽
壱
岐

小
金
丸
益
明（
８
・
１２
）

▽
河
内
長
野
宮
本

哲（
９
・
１
）

▽
垂
水

池
山
節
夫（
９
・
１
）

▼
事
務
局
長

▽
宮
崎

小
倉
久
明（
４
・
１
）

▽
西
都

蓑
毛
幸
一（
４
・
１
）

▽
え
び
の

泊

秀
智（
４
・
１
）

▽
須
賀
川

市
川

守（
７
・
１
）

▽
出
雲

永
岡
博
之（
７
・
１
）

▽
府
中
（
広
島
）

粟
根
誠
司（
７
・
１
）

▽
１０
月
２８
日

全
国
自
治
体
病
院

経
営
都
市
議
会
協
議
会
�
地
域

医
療
政
策
セ
ミ
ナ
ー
（
午
後
１

時
、
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会

館
）

▽
１０
月
２９
日

広
域
行
政
圏
市
議

会
協
議
会
�
正
副
会
長
・
監
事

・
相
談
役
会
議
（
午
後
２
時

半
、
帯
広
市
）

第
３
章
国
と
地
方
の
協
議

の
場
の
法
制
化
に
つ
い
て

お
わ
り
に
地
方
分
権
改
革

推
進
計
画
策
定
強
く
要
請
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「
『
こ
こ
』
に
行
く
と
、
み
ん

な
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
な
る
よ
、
『
こ

こ
に
行
こ
う
！
』
」
と
の
願
い
が

込
め
ら
れ
、
名
付
け
ら
れ
た
愛
称

「
コ
コ
ニ
コ
」
。
こ
の
愛
称
は
、

施
設
名
称
で
あ
る
「
こ
ど
も
未
来

館
」
と
も
ど
も
、
市
民
か
ら
の
公

募
で
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
楽
し
い

遊
び
、
人
々
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通

じ
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
が
健
や

か
に
成
長
す
る
よ
う
願
う
市
民
の

想
い
が
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
か
ら
溢
れ

て
い
ま
す
。
平
成
２０
年
７
月
の
開

館
か
ら
１
年
間
で
、
当
初
の
年
間

目
標
２５
万
人
を
超
え
る
６０
万
人
も

の
利
用
者
を
迎
え
た
「
コ
コ
ニ

コ
」
。
連
日
、
子
ど
も
ら
の
歓
声

が
館
内
に
響
き
渡
っ
て
い
ま
す
。

豊
橋
市
の
「
コ
コ
ニ
コ
」
は
、

子
ど
も
を
中
心
と
し
た
、
あ
ら
ゆ

る
世
代
が
集
ま
る
複
合
施
設
。

「
コ
コ
ニ
コ
」
は
、
各
世
代
に
応

じ
て
▽
子
育
て
▽
体
験
・
発
見
▽

集
い
―
―
の
３
つ
の
プ
ラ
ザ
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
子
育
て
プ
ラ
ザ
」
は
３
歳
ま

で
の
乳
幼
児
に
焦
点
を
当
て
、
親

と
子
を
支
援
す
る
施
設
。
核
家
族

化
が
進
ん
だ
現
代
社
会
で
は
、
子

育
て
に
関
す
る
悩
み
を
抱
え
る
家

庭
が
増
え
て
い
る
た
め
、
「
子
育

て
プ
ラ
ザ
」
の
保
育
士
が
保
護
者

の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
先
輩
マ
マ
ら
が
「
子
育
て
サ

ポ
ー
タ
ー
」
と
な
り
、
経
験
談
に

基
づ
く
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
、

保
護
者
に
と
っ
て
頼
も
し
い
味
方

と
な
っ
て
い
ま
す
。

幼
児
か
ら
小
学
生
を
対
象
と
し

た「
体
験
・
発
見
プ
ラ
ザ
」に
は
、

様
々
な
仕
事
を
体
験
で
き
る
「
ド

リ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
職
業
別
に
用
意
さ
れ
た

コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
身
に
ま
と
う
こ

と
で
、
子
供
ら
の
職
業
に
対
す
る

興
味
が
育
ま
れ
る
よ
う
、
こ
の
タ

ウ
ン
で
は
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
市
民
の
憩
い
の
場
で
あ

る
「
集
い
プ
ラ
ザ
」
は
、
館
内
の

広
場
や
企
画
展
示
室
、
屋
外
の
芝

生
広
場
な
ど
で
実
施
す
る
各
種
イ

ベ
ン
ト
を
通
じ
、
大
人
も
楽
し
め

る
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
コ
コ
ニ
コ
」
が
立
地
す
る
場

所
は
元
々
市
民
病
院
で
し
た
が
、

病
院
移
転
に
伴
い
空
き
地
へ
。
Ｊ

Ｒ
豊
橋
駅
か
ら
徒
歩
７
分
と
好
立

地
で
あ
る
空
き
地
の
活
用
が
望
ま

れ
て
い
た
な
か
、
市
内
に
は
児
童

館
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
中
心

市
街
地
活
性
化
を
も
視
野
に
入
れ

誕
生
し
た
施
設
が
「
コ
コ
ニ
コ
」

で
し
た
。
現
在
で
は
、
１
日
平
均

約
２
０
０
０
人
の
利
用
者
で
賑
わ

い
、
市
民
生
活
に
深
く
溶
け
込
ん

で
い
ま
す
。
き
っ
と
今
日
も
「
コ

コ
ニ
コ
」
で
は
、
子
ど
も
ら
の
楽

し
そ
う
な
笑
顔
で
、
館
内
が
満
た

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

利利
用用
者者
��
日日
��
��
��
��
人人

市 政
ニュース

「子育てプラザ（上、中）」は、０～３歳までの乳幼
児と、その保護者が対象。親子が自由に楽しく遊べる
よう工夫されている。同プラザ内に張り巡らされた床
暖房設備付きフローリングの床も工夫の１つ。冬場で
も子どもらは裸足でプラザ内を走り回れるほか、フロ
ーリングならカーペットと比べハウスダスト等の心配
も少ない。また、ハイハイの子らも寒い思いをしない
で済む。幼児・小学生を中心とした「体験・発見プラ
ザ」では、スタジオ体験（下）が可能となっている。

豊橋市愛知県

「
体
験
・
発
見
プ
ラ
ザ
」
に
は
、
職
業
別
の
コ
ス
チ
ュ
ー

ム
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
自
由
に
試
着
が
可
能
。
ま
た
、

館
内
に
展
示
さ
れ
て
い
る
実
物
の
路
面
電
車
は
、
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
備
え
、
運
転
士
体
験
が
可
能
だ
。
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